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法 改 正 情 報 （改正があった労働・社会保険関連法や人事労務管理のポイントです）

※掲載内容についてもっと詳しくお知りになりたい場合などお気軽にご連絡ください。

山口労務経営管理事務所 5月号

Ｙａｍａｇｕｃｈｉ Ｈｕｍａ Ｒｅｓｏｕｒｃｅ＆Ｌａｂｏｒ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ Ｏｆｆｉｃｅ Times

令和7年

● 育児・介護休業法と次世代育成支援対策推進法による公表制度の改正

令和6年の通常国会で成立した「育児・介護休業法」と「次世代育成支援対策推進法」の改正法は、令和7年４月１

日から段階的に施行されています。内容は多岐にわたりますが、ここでは４月１日に施行された企業の公表義務に関

する改正をご紹介します。

1. 育児・介護休業法―育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大

従来は、従業員数1,000人超の企業に育児休業等の取得状況を公表することが義務付けられていましたが、４月１

日から、従業員数300人超の企業に公表が義務付けられることとなりました。

公表内容は、公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度（公表前事業年度）における男性の「育児休業等

の取得割合」または「育児休業等と育児目的休暇の取得割合」のいずれかの割合を指します。

育児休業等とは、育児・介護休業法に規定する以下の休業のことです。

育児休業（産後パパ育休を含む）

法第23条第２項（３歳未満の子を育てる労働者について所定労働時間の短縮措置を講じない場合の代替措置義

務）または第24条第１項（小学校就学前の子を育てる労働者に関する努力義務）の規定に基づく措置として育児

休業に関する制度に準ずる措置を講じた場合は、その措置に基づく休業

2 次世代育成支援対策推進法―行動計画策定・変更時に状況把握・数値目標設定の義務付け

従業員数100人超の企業が４月１日以降に行動計画を策定または変更する場合には、次のことが義務付けられま

す（従業員数100人以下の企業は、努力義務の対象です）。

計画策定時の育児休業取得状況（男性労働者の「育児休業等取得率」または男性労働者の「育児休業等および

育児目的休暇の取得率」）や労働時間の状況（フルタイム労働者１人当たりの各月ごとの法定時間外労働および

法定休日労働の合計時間等の労働時間（高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者にあたっては、健

康管理時間））の把握等（PDCAサイクルの実施）

育児休業取得状況や労働時間の状況に関する数値目標の設定

■ 【厚生労働省「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法の令和6（令和６）年改正ポイント」】

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/point02.html
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12日

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞［公共職業安定所］

15日

○ 特別農業所得者の承認申請［税務署］

6月2日

○ 軽自動車税（種別割）納付［市区町村］

○ 自動車税（種別割）の納付［都道府県］

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出［公共職業安定所］

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安定所］

○ 確定申告税額の延納届出額の納付［税務署］

※掲載内容についてもっと詳しくお知りになりたい場合などお気軽にご連絡ください。

 5月の税務と労務の手続 （提出先・納付先）

 トピック （最近の記事の中から労務管理上注目すべき情報を抜粋しました）
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● 市営バス運転手の退職手当全額不支給は妥当 最高裁（4/18）

運賃（1,000円）を着服して懲戒免職となった京都市営バスの運転手が、退職手当（約1,200万円）を全額不支給とした市の処

分取消しを求めた裁判で、最高裁は17日、全額不支給は妥当と判断した。公務遂行中の公金着服であることを重く見たもの。

一審では運転手側の請求が退けられたが、二審では退職手当の給与の後払い的性格を考え、行為の程度や内容に比して酷

だとして、市の処分を取り消していた。

● 健保組合の保険料率 過去最高（4/24）

健康保険組合連合会は23日、2025年度の平均保険料率が9.34％で過去最高になるとの予算推計を公表した。経常収支は

3,782億円の赤字で、全国の1,372組合のうち76％に当たる1,043組合が赤字となる見込み。保険料収入は前年度より4.3％増

の9兆2,685億円となったが、後期高齢者医療に充てる拠出金の増加により、経常支出が同1.1％増の9兆7,717億円と、収入を

上回った。


